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要約 

2021 年度の大阪府の 1 人当たり府民所得は、全県計より少ない。主な要因は、企業所得の少な

さである。これは、本社サービスの生産・移出入が東京都で計上される一方で、東京都以外の道府

県には計上されないため、大阪府の企業所得が少なめに、東京都と大阪府以外の 45 道府県の企業

所得は多めに計上されていることが影響している。人口１人当たりの民間法人企業の所得金額を税

務統計でみるならば、大阪府は、東京都に次ぐ全国 2 位である。 
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１．はじめに 

大阪府は、東京都や愛知県と並び、大都市圏

の中心に位置しており、府内総生産でみる経済

規模は 2021年度に全国 47都道府県の中で東京

都に次ぐ第２位である。 
しかし、内閣府「県民経済計算」でみた１人

当たり府民所得は、2021 年度において全県計よ

りも低く、全国 18 位に留まる。１人当たり府

民所得はその地域の経済的活力や豊かさを示

すように捉えられがちであり、その低さが問題

視されることがある1。 
本稿では、2021 年度現在において、大阪府の

１人当たり府民所得が全県計より低いのは何

故かについて考察する。 
 

＊ 大阪産業経済リサーチセンター総括研究員

宮本（ ）は、「 年度の大阪府の一人当たり県

民所得は 万円で全国 位であったが、 年度

には 万円で 位、 年度には 万円で

位にまで低下した。このデータは、関西地域の経済

停滞を如実に示している。」と述べている。

２．1 人当たり県民所得と企業所得 
内閣府「県民経済計算」には、県民所得を県

内の総人口で割った１人当たり県民所得が掲

載されている。それによると、 年度の大阪

府の１人当たりの府民所得は 万円で、全国

位である（図表１）。

図表１ １人当たり県民所得（ 年度） 

（単位：千円）

順位 県名 所得 順位 県名 所得
東 京 都 群 馬 県

愛 知 県 広 島 県

茨 城 県 滋 賀 県

全 県 計 三 重 県

静 岡 県 岐 阜 県

栃 木 県 和歌山県

富 山 県 千 葉 県

福 井 県 大 阪 府

山 梨 県 埼 玉 県

徳 島 県 京 都 府

神奈川県 兵 庫 県  
資料： 内閣府「県民経済計算」 

 

人口の多い東京都が 万円と突出している

ことにより、全県計が押し上げられ 万円に

なっている。このため、東京都、愛知県、茨城

県の３都県のみが全県計を上回るという偏っ

た所得分布になっている。

県民所得は、「雇用者報酬」「企業所得」「財産

所得（非企業部門）」の合計であることから、

人当たりの県民所得の内訳をみたのが、図表２

である。
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図表２ １人当たり県民所得内訳（ 年度） 

東京都 大阪府 全県計

企業所得

財産所得

非企業部門

県民

雇用者報酬

千円

 
資料： 内閣府「県民経済計算」 

東京都の 人当たり企業所得、財産所得、県

民雇用者報酬は、いずれも大阪府より大きい。

特に、企業所得は大阪府の４倍である。全県計

は、 人当たり県民雇用者報酬は大阪府より少

ないものの、企業所得と財産所得が大阪府より

も多く、特に、企業所得の差が大きいことによ

り、 人当たり県民所得では大阪府を上回って

いる。大阪府の 人当たり府民所得が、東京都

や全県計よりも低い要因は、主に企業所得の差

によると言える。

そこで、 人当たり企業所得の上位県をみる

と、東京都の他に、愛知県が 位に挙がって

いるものの、地方の県も多く、必ずしも大都市

が上位に位置するとは言えない（図表３）。

図表３ 県民１人当たり企業所得の上位県と

下位県（ 年度） 
（単位：千円）

東 京 都 奈 良 県

和歌山県 宮 崎 県

徳 島 県 北 海 道

茨 城 県 宮 城 県

青 森 県 岡 山 県

山 梨 県 石 川 県

静 岡 県 大 阪 府

富 山 県 長 崎 県

栃 木 県 神奈川県

群 馬 県 千 葉 県

愛 知 県 福 岡 県

全 県 計 沖 縄 県

上位県 下位県

 
資料： 内閣府「県民経済計算」 

一方、下位県については、沖縄県や長崎県な

どの地方の県がある一方で、福岡県、千葉県、

神奈川県、大阪府などの大都市圏も多い。

産業構造との関係からは、上位県には、いわ

ゆる工業県が多く登場しているようにみえる。

そこで、製造業の付加価値額が県内総生産に占

める割合と、県民１人当たり企業所得との関係

をみると、県民 人当たり企業所得が低い沖縄

県、福岡県は製造業比率が低い一方で、県民

人当たり企業所得が高い和歌山県、徳島県、茨

城県は製造業比率が高い（図表４）。

図表４ 製造業が県内総生産に占める割合と

県民１人当たり企業所得（ 年度） 

％

大阪府

東京都
千円

全県計

和歌山県

徳島県 茨城県

人当たり企業所得

製造業が県内総生産に占める比率

愛知県沖縄県

滋賀県

福岡県

三重県

神奈川県
千葉県

 
資料： 内閣府「県民経済計算」 

大都市圏の中でも製造業比率の高い愛知県

や滋賀県は 人当たり企業所得がやや高く、製

造業比率が低い神奈川県や千葉県では、 人当

たり企業所得が低い。弱い相関ではあるが、製

造業の割合が高いほど企業所得が増えるとい

う関係にある 。

そうした関係性の中から大きく外れている

のが東京都である。東京都は製造業比率が７％

と沖縄県に次いで低いにも関わらず、 人当た

り企業所得が突出して高い。

では、①何故、製造業比率が高いと、 人当

たり企業所得が多くなるのか。②何故、東京都

野北（ ）は、製造比率が高い県ほど、一人当たり

の県民所得が高くなるという傾向を指摘している。
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は製造業比率が低いにも関わらず 人当たり企

業所得が多くなるのか。

１点目について、供給面から考えると、製造

業が他の産業よりも多くの企業所得を生み出

すという可能性がある。付加価値生産性が高く、

労働分配率が低ければ、残余としての企業所得

が多くなる。製造業では資本集約的な業種も多

く、高い労働生産性につながり、結果として企

業所得が多くなるということが考えられる 。需

要面からみて、製造業が輸移出産業であること

が影響しているとみることもできる。生産と消

費の同時性があるサービス業は、主に域内需要

の大きさに規定されるが、輸移出型産業であれ

ば、そうした制約がなく生産を拡大でき、結果

として主に人口に規定される内需によること

なく、企業所得を増やす余地がある。

２点目については、製造業比率の低い東京都

が、どのような産業で企業所得を生み出してい

るかをみる必要がある。ここで、大阪府との対

比から東京都の企業所得について考察するが、

産業別の企業所得額は推計されていないため、

類似概念である、営業余剰・混合所得をみてい

く 。

年度における営業余剰・混合所得は、大

阪府が 兆円であったのに対して、東京都は

兆円と約７倍であった（図表５）。同年の

大阪府内総生産が 兆円、都内総生産が

兆円と、東京都の経済規模が大阪府の３

倍弱であったことと比べても企業所得の差は

著しい。

各産業をみると、東京都が「卸売・小売業」

で 兆円、「不動産業」で 兆円、「専門・

科学技術、業務支援サービス業」で 兆円、

「金融・保険業」で 兆円多い。「卸売・小

売業」について細分化された額は不明であるが、

産業連関表での営業余剰からみて、「卸売業」

での差が大きいとみられる 。これら産業は、不

特に、製造業の中でも、鉄鋼業や石油・石炭製品など

の資本集約的産業の割合が高ければ企業所得が多くな

ると推察される。

企業所得は、営業余剰・混合所得に純財産所得を加え

たものである。

東京都「令和２年 年 東京都産業連関表 地域

動産業を除き、東京都では、概ね輸移出型産業

である 。 年の東京都産業連関表をみると、

輸移出額の生産額に対する比率は、卸売 ％、

企業内研究開発 ％、広告 ％、物品賃貸（貸

し自動車を除く） ％、金融 ％等となってい

る。つまり、他府県に移出される卸売やビジネ

スサービスが、東京都内で多額の企業所得を生

み出している。さらに、東京都の場合、「本社」

部門の輸移出額、生産額が多く、多くの企業所

得を生み出している 。東京都は、製造業により

高い企業所得を生み出す地方とは異なるメカ

ニズムである。

図表５ 営業余剰・混合所得（ 年度） 
（単位：十億円）

大阪府 東京都 差

農林水産業
鉱業
製造業
電気・ガス・水道・廃
棄物処理業
建設業
卸売・小売業
運輸・郵便業
宿泊・飲食サービス業
情報通信業
金融・保険業
不動産業

専門・科学技術、業務
支援サービス業
公務
教育
保健衛生・社会事業
その他のサービス
合計  
資料：大阪府「令和 年度大阪府民経済計算」、東京都

「令和 年度東京都民経済計算」

大阪府は、地方の工業県のように製造業で企

業所得を生み出す構図でも、東京のように卸売

業やビジネスサービス業で企業所得を生み出

す構図でもないことが、１人当たり企業所得が

高くない理由と言える。

しかしながら、東京都に次いで、巨大企業が

内表」では、卸売業の営業余剰が 兆円であるのに

対して、小売業は 兆円であった。

不動産業の輸移出比率は ％であり、全部門の加重

平均は ％を下回る。

本社部門は、東京都以外の道府県の産業連関表では推

計されない。
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立地する大阪府において、 人当たり企業所得

が本当に低いのかについては再考の余地があ

る。

３．本社サービスの移出入と企業所得 
内閣府による「国民経済計算」では、 年

度の国内総生産は 兆円であった。一方、各

都道府県による県内総生産の合計額である「県

民経済計算」の全県計は 兆円であり、県内

総生産の全県計が国内総生産を約 兆円上回

る。

新井・金（ ）は、東京都が「本社経費」

部門を設定している一方で、それ以外の地域に

ついては「本社が他地域にある場合は、『本社

活動』を移入してくるといった処理が行われて

いないため中間投入がその分小さくなってい

ると考えられる（ ）」と述べる。そのうえで、

県民経済計算では、産出額から中間投入額を差

し引いて付加価値額を求め、個別に推計した雇

用者報酬等を差し引いた調整項目が営業余剰

であることを指摘している。つまり、本社サー

ビスを中間投入として考慮していない場合に

は、付加価値が過大に推計されるのである。

新井・金（ ）は、各都道府県に所在する

本社が生み出す「本社サービス」の付加価値額

と、都道府県間を跨ぐ純投入としての「本社サ

ービス」を推計している。それによると、

年に本社サービスの純移出入がプラスである

のは東京都と大阪府のみであり、その他 道

府県は移入超過であった（図表６） 。ここで、

各県の純移出入を 年の総人口で割ると、

県民１人当たりの純移出入のマイナスが大き

いのは、滋賀県、三重県、栃木県、茨城県など

の工業県が並んでいる。こうした府県には、東

京都や大阪府などの他府県に本社を置く支所

としての工場が多いものの、中間投入として他

府県本社からの本社サービスの投入が計上さ

新井・金（ ）では、 年、 年、 年に

ついて推計している。本社サービスの純移出入は、東

京都と大阪府が３年ともプラスである。他の道府県に

ついては、 年に京都府がプラスであった以外は、

すべてマイナスであった。

れていないため、県内総生産が多く計上される

こととなる。そのため、残余としての営業余剰、

企業所得も過大に推計されたと考えられる。

図表６ １人当たり本社サービス純移出入

（ 年）

（単位：千円）

東 京 都 埼 玉 県

大 阪 府 奈 良 県

京 都 府 静 岡 県

愛 知 県 山 梨 県

福 岡 県 佐 賀 県

広 島 県 宮 城 県

沖 縄 県 茨 城 県

香 川 県 栃 木 県

愛 媛 県 三 重 県

和 歌 山県 滋 賀 県

上位 下位

 
資料：新井・金（2017、p.22）の本社サービス純移出

入を各都道府県の総人口で割って算出。 

他府県から移入された本社サービスの投入

額が、付加価値である企業所得に上乗せされて

いたと仮定すると、 年の 人当たり企業所

得は、東京都と大阪府以外の 道府県で少な

くなる。一方、大阪府では 万円程度多くな

り、全国順位も 位から３位に上昇していた

可能性がある（図表７） 。

新井・金（ ）では、 年度における県

民経済計算の都道府県の合計値（全県計）と国

民経済計算の値の差が 兆円あるが、本社

分を考慮することによりその乖離が縮小され

ると述べている。足元ではどのようになってい

るであろうか。

年度について、まず、支出側をみると、

地方政府等最終消費支出で全県計が国の「政府

最終消費支出」を約 兆円下回っている（図

表８）。これは、「中央政府等の地域事業所が産

出する政府サービスは準地域に存在する中央

政府等に移出され、そこで最終消費する」こと

によるとみられる。

県民所得は年度ベースで、本社サービスは暦年ベース

であるため、図表７の調整後は、おおよその目安とし

て数値である。
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図表７ １人当たり県民所得（ 年度）

（単位：千円）
原数値 調整後

東京都 東京都
愛知県 愛知県
静岡県 大阪府
神奈川県 神奈川県
栃木県 広島県
富山県 静岡県
滋賀県 富山県
茨城県 福井県
福井県 京都府
広島県 群馬県
群馬県 和歌山県
大阪府 香川県  

資料：内閣府「県民経済計算」、新井・金（2017） 

（注）原数値は「県民経済計算（平成 23 年度－令和３

年度）」に掲載された 2011 年度の値。調整後は、2011

年度の県民所得に、新井・金（2017）の 2011 年の本社

サービス純移出入を加え、総人口で割った値。 

図表８ 県 国 内総生産の支出（ 年度）

（単位：10億円） （単位：10億円）

全県計 国 差

民間最終消費支出

地方政府等最終消費支出

（県内）総資本形成

県(国)内総生産

財貨・サービスの移出入

(純)･統計上の不突合

 
資料： 内閣府「県民経済計算」 

（注）＊について、国は「政府最終消費支出」。 

＊＊について、国は「財貨・サービスの輸出」。

一方、全県計の財貨・サービスの移出入 純

等が約 兆円であるのに対して、国の財貨・

サービスの輸出は約７兆円の赤字である。国内

の府県間の移出入は相殺されるはずなので、全

県計が約 兆円分過大になっているようにみ

える。しかしながら、このうち、約 兆円は、

前述の各県にある中央政府等の地域事業所が

産出する政府サービスは準地域に存在する中

央政府等への移出とすれば、総生産の乖離とほ

ぼ同額の 兆円分が、全県計において多い。

国民経済計算の推計が妥当であれば、全県計の

移出入が過大推計されていると考えられる。

次に、分配側をみると、県民所得の全県計は、

国民所得を約 兆円上回る（図表９）。主な要

因は、企業所得の全県計が、国の同値を 兆

円上回っていることである。

図表９ 県 国 所得の分配（ 年度） 
（単位：10億円）

全県計 国 差

雇用者報酬

財産所得 (非企業部門)

企業所得

民間法人企業

公的企業

個人企業

県(国)民所得 (要素費用 表示)  
資料： 内閣府「県民経済計算」 

 

支出面で純移出、分配面で企業所得の全県計

が全国を上回り、製造業比率が高い県で企業所

得が高いといったこと、さらに東京都では、本

社サービスの移出入を計上していることを考

え合わせると 、新井・金（ ）における指

摘は、 年度においても当てはまるとみられ

る。

すなわち、県境を跨ぐ本社サービスが東京都

以外では考慮されていないことにより、地方県

では、付加価値額が大きく見積もられ、それに

よって支出面では純移出、分配面では企業所得

が多くなっている。一方で、大阪府では、付加

価値額の計上が過少であり、支出面では純移出、

分配面では企業所得が少なくなっていると考

えられる。

これまで 人当たり企業所得の多寡について論

じてきたが、その意味について、さらに考察する。

東京都の 年の本社サービスの移輸出計は

兆円、移輸入は 兆円であり、純移輸出は 兆円

であった（東京都「令和２年（ 年）東京都産業連

関表 地域内表））。
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図表 人当たりの民間法人企業の所得と法人の所得金額（ 年度） 
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井
県

山
梨
県
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野
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岐
阜
県

静
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県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
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京
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府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

企業所得（民間法人企業）

所得金額（法人税）

万円

 
資料： 内閣府「県民経済計算」、国税庁「国税庁統計年報」 

（注）所得金額（法人税）については、連結法人は含まない。 

４．法人税上の所得金額 
国税庁の統計から法人税の対象となる所得

金額の都道府県分布をみると、東京都が ％と、

半分近くを占める 。各県の総人口で割った

人当たり所得金額（法人税）でみても東京都が

突出しているという点では、県民経済計算ベー

スでの 人当たり企業所得（民間法人企業）と

同様である。しかしながら、ここで注目したい

のは、 人当たり所得金額（法人税）では、大

阪府が東京都に次ぐ２位となっていることで

ある。京都府がそれに次ぐ３位であり、一方、

県民経済計算ベースでの 人当たり企業所得

（民間法人企業）が多い和歌山県、徳島県、茨

城県などの 人当たり所得金額（法人税）は多

くない。

こうした乖離は、前述の県境をまたぐ本社サ

ービスの移出入が計上されていないという問

題に加え、事業所ベースと企業ベースという所

得の計上方法の違いによって生じている。すな

わち、県民経済計算では、事業所ベースで生み

出される付加価値額に基づき雇用者所得など

を控除した残余として企業所得が推計される

のに対して 、法人税ベースでは企業単位で本

社が立地する都道府県で所得が集計されるこ

連結法人を除く、各都道府県の合計額に占める割合。

県民経済計算では企業所得は事業所の所在地に帰属

するとしているので、企業所得の県間移動は定義上あ

りえない（朝田、 ）。

とによって差が生じているとみられる。

企業所得が県民経済計算において事業所が

立地している都道府県に計上されていても、そ

の所得をどのように処分するかは事業所単位

ではなく、企業単位で判断されることである。

本社の経営陣、究極的には株主等の企業の所有

者が所得の処分を決め、富を享受することにな

る。都道府県別の 人当たり県民所得は、当該

県の経済的豊かさを示すものではない 。

５．むすびにかえて 
以上みてきたように、大阪府の 1 人当たり府

民所得は全県計より少ない、全国 18 位とされ

る。主な要因は、企業所得の少なさによる。 
県民経済計算の全県計と国民経済計算の全

国の値を突合すると、支出面では純移出、分配

面では企業所得で大きな差異が発生する。これ

は、東京都以外の道府県で本社サービスの移出

入が考慮されていないことが主な要因である。

このため、企業所得が東京都、大阪府以外の 45
道府県では過大に推計され、大阪府では過小に

推計されている可能性がある。 
大阪府の 1 人当たり企業所得は、県民経済計

福井（ ）は、 年度の県民経済計算における

東京都の１人当たり都民所得が高いことについて、東

京都の県民所得に、企業の内部留保や雇主による負担

が含まれているために他ならない、一人当たり県民所

得の違いで、「年収の都道府県間格差」を捉えるのは正

確ではないと指摘する。
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算からみると少ないものの、税務統計では東京

都に次ぐ全国 2 位である。 
 

［補論］大阪府民の就業構造と雇用者報酬 
人口１人当たりの県民所得で金銭的豊かさ

を測れないとすれば、どのような指標が考えら

れるか。福井（ ）は、都道府県の年収を知

りたいならば、一人当たり県民雇用者報酬や、

「全国消費実態調査」の年間収入があると指摘

している。ここでは、県民雇用者報酬を県民雇

用者数で除した雇用者 人当たり県民雇用者報

酬についてみてみよう。大阪府の県民雇用者報

酬は、全県計を上回る全国７位である（図表補

１）。

図表補１ １人当たり県民雇用者報酬

（ 年度） 

東
京
都

兵
庫
県

愛
知
県

千
葉
県

神
奈
川
県

山
梨
県

大
阪
府

広
島
県

福
井
県

埼
玉
県

千円

資料：大阪府「大阪府民経済計算」 

低い額ではないものの、大都市の中枢に位置

する、東京都や愛知県を下回り、兵庫県、千葉

県、山梨県など大都市周辺府県で大阪府を上回

る例も見受けられる。大阪府の県民雇用者報酬

は、何故、高くないのか。

補-1 雇用形態 

まず、大阪府内で短時間労働者やパートの割

合が高いことが考えられる。そうした就業形態

では、一般労働者に比べて給与が低いことから、

その割合が高ければ、雇用者全体の平均給与を

引き下げる可能性がある。

そこで、各県の短時間労働者が占める比率を

求めると、奈良県、神奈川県、埼玉県など大都

市圏内での比率が高く、大阪府も例外ではない

一方で、東京都では低い（図表補２）。

雇用形態の違いを示すもう一つの指標であ

る非正規比率でも、大阪府の割合は高く、東京

都は低い。

図表補２ 非正規比率と短時間労働者比率 

短時間労働者比率

神奈川県

大阪府

％

％

非正規比率

奈良県

京都府

東京都

千葉県

埼玉県
兵庫県

福井県
山梨県

愛知県

資料：厚生労働省「賃金構造基本調査」「就業構造基本

調査」 

（注）短時間労働者比率＝短時間労働者数／（短時間

労働者数＋一般労働者数）、2021 年。非正規比率＝非

正規の職員・従業員／会社などの役員を除く雇用者、

2022 年。 

 
東京都、愛知県、全国との比較から、有業者

の所得の中央値をみると、大阪府は 万円と、

東京都の 万円、愛知県の 万円だけでな

く、全国の 万円よりも低い（図表補３）。

雇用者についても同様であるが、正規の職

員・従業員では 万円となり、全国を７万円

上回る。非正規の職員・従業員の中央値は

万円である。

短時間労働者比率が高いことが、大阪府では、

人当たり県民雇用者報酬が低い一因とみられ

る。
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図表補３ 雇用形態別所得中央値（ 年） 
（単位：万円）

全国 東京都 愛知県 大阪府

総数

雇用者

正規の職員・従業員

非正規の職員・従業員  
資料： 厚生労働省「就業構造基本調査」 

補-2 雇用者の勤め先の企業規模 
次に、雇用者の勤め先の企業規模について、

人以上の企業に勤めている割合が高い上

位 都府県及び全国、大阪府の規模別雇用者

割合をみたのが図表補４である。

図表補４ 企業規模別雇用者数（ 年） 

神奈川県

東京都

愛知県

千葉県

滋賀県

埼玉県

三重県

兵庫県

奈良県

全国

大阪府

人以下 ～ 人 人以上

資料：総務省「就業構造基本調査」 

（注）企業従業者規模 1,000 人以上に勤務する雇用者

割合が高い上位 10 都県、及び、全国と大阪府について

掲載。 

上位には首都圏、中京圏、近畿圏の都県が並

んでいる。大阪府には、東京都に次いで巨大企

業が立地しているものの、従業者 人以上

の企業に勤める雇用者は、全国 位であり、

全国平均を下回る。一方、近畿圏では、滋賀県、

兵庫県、奈良県が大阪府を上回り、首都圏にお

いても、東京都の割合が神奈川県を下回ってい

る。従業者 人以上の企業が東京都や大阪

府に立地していたとしても、そこに勤務する雇

用者が周辺県に居住することによって、中心部

にある都府県の 人当たり県民雇用者報酬が押

し下げられる可能性がある 。

補-3 産業構造 
第三に、産業構造の違いが雇用者報酬に与え

る影響が考えられる。産業別の所得中央値をみ

ておくと、「電気・ガス・熱供給・水道業」の

万円が最も高く、「生活関連サービス業，娯

楽業」の 万円が最も低い（図表補５）。産

業ごとに大きく異なるため、地域ごとの産業構

造の違いによって、地域全体での中央値にも違

いがみられることが考えられる。

 
図表補５ 産業別所得中央値と有業者構成比

（ 年） 
所得
全国 全国 東京都 愛知県 大阪府

全産業

電気・ガス・熱供給・水道業

公務（他に分類されるものを除く）

情報通信業

金融業，保険業

鉱業，採石業，砂利採取業 ー

学術研究，専門・技術サービス業

農業，林業

製造業

建設業

複合サービス事業

運輸業，郵便業

教育，学習支援業

宿泊業，飲食サービス業

不動産業，物品賃貸業

医療，福祉

漁業 ー

サービス業（他に分類されないもの）

卸売業，小売業

分類不能の産業

生活関連サービス業，娯楽業

全産業の所得を上回る産業計

全産業の所得を下回る産業計

人口構成比

 
資料： 厚生労働省「就業構造基本調査」 

 
ここでは、全国における各産業の所得中央値

と、全国及び３都府県における各産業の有業者

構成比をみておく。

まず、東京都では、全国の所得中央値の高い

情報通信業の有業者構成比が ％、金融・保

険業が ％、学術研究，専門・技術サービス

業が ％と、全国の構成比をそれぞれ ポ

滋賀県や兵庫県については、東京や大阪本社の巨大

企業の工場等が立地していることも、県内での従業者

人以上の企業を勤め先とする雇用者割合が高い

一因とも考えられる。
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イント、 ポイント、 ポイント上回って

いる。これら産業は全産業平均の中央値 万

円を上回る高所得産業である。

愛知県では、そうした産業の構成比は低いも

のの、製造業が ％と全国を ポイント上

回る。製造業の中央値は 万円であり、東京

都で構成比が高い上述の産業ほどではないが、

全産業を上回る所得中央値の産業である。

大阪府については、東京都や愛知県で構成比

の高い産業の有業者構成比は低く、宿泊業，飲

食サービス業が ％、卸売業，小売業が ％

と、全国より、それぞれ ポイント、 ポ

イント高い。

全産業の所得を上回る産業の構成比が東京

都、愛知県ともに全国よりも高い一方で、大阪

府は低い。産業構造の違いが大阪府の所得が高

くない要因と考えられる。

補-4 職業構造 
第四に、職業の観点でみると、所得の中央値

が 689万円と全職業の 301万円の倍以上である

管理的職業従事者の構成比が東京都は 2.5％で

あるのに対して、大阪府は全国並みの 2.1％で

ある（図表補６）。 
 
図表補５ 職業別所得中央値と有業者構成比

（ 年） 
（単位：万円、％）

所得
全国 全国 東京都 愛知県 大阪府

全職業

管理的職業従事者

保安職業従事者

専門的・技術的職業従事者

建設・採掘従事者

輸送・機械運転従事者

事務従事者

生産工程従事者

販売従事者

分類不能の職業

サービス職業従事者

農林漁業従事者

運搬・清掃・包装等従事者

平均所得を上回る職業計

　　　　　下回る職業計

人口構成比

 
資料： 厚生労働省「就業構造基本調査」 

 

中央値が 402 万円の専門的・技術的職業従事

者についても東京都が 25.0％と高い一方で、大

阪府は 18.4％に留まる。これに対して、大阪府

で構成比が高いのは、販売従事者、サービス職

業従事者で、いずれも全国を 1.8 ポイント上回

っているが、これら職業は全職業の中央値を下

回る所得の職業である。 
産業別にみたのと同様に、東京都と愛知県で

は全職業の所得を上回る職業の構成比が高い

のに対して、大阪府では低い。 
 
補-5 府内事業所の雇用者と府民雇用者 

最後に、府内雇用者報酬は高いが、府民雇用

者報酬はそれほど高くないという可能性が考

えられる。「県民経済計算」での１人当たり県

民雇用者報酬は、県民の給与である。県内事業

所で雇用されているのは当該県の県民である

ことが一般的であるが、大都市圏では県外から

働きに来る雇用者や県外に働きに行く雇用者

が少なくないことから、県民１人当たりの雇用

者報酬と県内事業所での１人当たり雇用者報

酬は乖離する。大阪府内事業所での 人当たり

府民雇用者報酬が多くても、それが府外からの

通勤者への報酬となっている可能性が考えら

れる。

そこで、 年度における大阪府の 人当た

りの府民雇用者報酬と１人当たり府内雇用者

報酬とを比べると、前者が 万円であるのに

対して、後者が 万円である（図表補７）。

このことは、府内事業所で働く雇用者報酬の高

い雇用者が府外に居住していることが、大阪府

の 人当たりの府民雇用者報酬を若干、押し下

げていることを意味する。

図表補７ １人当たり府民雇用者報酬と府内

雇用者報酬（大阪府、 年度） 

府民雇用者報酬 百万円

府民雇用者数 人

１人当たり府民雇用者報酬 万円

府内雇用者報酬 百万円

府内雇用者数 人

１人当たり府内雇用者報酬 万円

府民

府内

資料：大阪府「大阪府民経済計算」 

- 35 -



産開研論集第 号 令和 年 月

補-6 所得階級別分布 
東京都、愛知県、大阪府の有業者について、

所得階層別構成比の分布をみると、大阪府では

万円以下の低所得有業者の構成比が高いこ

とがわかる（図表補８）。東京都との比較では

万円以下の有業者が多いこと、愛知県との

比較では ～ 万円の有業者が多いことが

特徴である。

図表補８ 所得階層別有業者構成比（ 年） 

東京都

愛知県

大阪府

 
資料： 厚生労働省「就業構造基本調査」 

 
その裏返しとして、大阪府は 万円以上の

有業者の構成比が低い。一方、東京都は

万円以上の高所得者の構成比が高い。愛知県に

ついては ～ 万円の中所得の構成比は東

京都と比べて遜色ないが、 万円以上の所得

の有業者の構成比が東京都よりも低く、

万円以上の高所得者になると、大きく引き離さ

れている。大阪府は、 万円以下の低所得者

が多く、 ～ 万円の中所得者、 万円

以上の高所得者が少ないという特徴がある。

所得階層で 万円以下の構成比が高いのは、

非正規の職員・従業員の割合が高いことによる

とみられ、大阪府の所得中央値を引き下げてい

ることが推測できる。

補-7 小括 
大阪府民の所得について、「就業構造基本調

査」を用いて、東京都、愛知県との比較からみ

ると、大阪府では 399 万円以下の低所得の有業

者の構成比が高く、 万円以上の中所得の有

業者の構成比が低いことが特徴である。一方、

東京都は 万円以上の高所得者の構成比が

特に高い。こうしたことから、有業者の所得の

中央値をみると、大阪府は 万円となってお

り、東京都の 万円、愛知県の 万円だけ

でなく、全国の 万円よりも少ない。

大阪府については、東京都で構成比の高い情

報通信業、金融・保険業、学術研究，専門・技

術サービス業などの産業、愛知県で構成比の高

い製造業の有業者割合が低い。一方、宿泊業，

飲食サービス業、卸売業，小売業の有業者割合

が高い。全産業の所得を上回る産業の構成比が

東京都、愛知県ともに全国よりも高い一方で、

大阪府は低い。産業構造の違いが大阪府の所得

が高くない要因と考えられる。また、それと関

連して、非正規雇用や短時間労働者の就業比率

が東京都や愛知県よりも高いことが 人当たり

雇用者報酬が高くない要因とも言える。

職業の観点でみると、所得の中央値が高い管

理的職業従事者、専門的・技術的職業従事者の

構成比が、東京都より低い。東京都に巨大企業

の本社が集中的に立地していることが背景に

ある。一方、大阪府で構成比が高いのは、全職

業の中央値を下回る所得の販売従事者、サービ

ス職業従事者である。巨大企業の本社が大阪府

から東京都へと流出する一方で15、大阪経済は

B to C産業で雇用が伸びたことが影響している

とみられる。 
 
〈参考文献〉 
朝田康禎（1997）「戦後日本の地域間所得格差

の要因分析: 分配所得と生産所得」『大阪府立

大學經濟研究』 
新井園枝・金榮愨（2017）「地域を跨ぐ本社サ

ービス投入の推計と影響評価」 RIETI 
Discussion Paper Series 17-J-013 

野北晴子（2017）「広島の製造業に関する一考

巨大企業本社の府外流出については町田（ ）参

照。

- 36 -



人当たり県民所得についての考察

察－産業集積と企業連関－」『広島経済大学

経済研究論集』第 40 巻第２・３号 
福井昭吾（2013）「地域情報」『地域総合研究』

第 41 巻第 1 号 
町田光弘（2026）「資本金 100 億円以上の大阪

企業の増減」大阪産業経済リサーチセンター

『産開研論集』第 38 号 
宮本勝浩（2025）「大阪・関西万博の経済効果

とこれからの大阪経済」関西大学経済・政治

研究所『セミナー年報』第 224 回公開講座

（2024 年 11 月 9 日） 

- 37 -


